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(57)【要約】
　前方視野画像および側方視野画像が被検体内における
どの方向および範囲に対応するものであるかを的確に認
識することができる内視鏡システムを提供する。被検体
の内部に挿入される挿入部４と、第１の方向から第１の
被検体像を取得する前方撮像素子１５ａと、第２の方向
から第２の被検体像を取得する撮像素子１５ｂと、被検
体を挿入部から離間した仮想視点から見下ろした俯瞰被
検体像に基づく俯瞰画像１７を生成し、第１の被検体像
と俯瞰被検体像における前記第１の方向、第２の被検体
像と俯瞰被検体像における第２の方向をそれぞれ関連付
ける処理を行う画像処理部３２ａとを備える。



(2) JP WO2015/151973 A1 2015.10.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の内部に長手軸方向に挿入される挿入部と、
　前記挿入部に設けられ、前記被検体の第１の領域から第１の被検体像を取得する第１の
被検体像取得部と、
　前記挿入部に設けられ、前記第１の領域とは異なる前記被検体の第２の領域から第２の
被検体像を取得する第２の被検体像取得部と、
　前記第１の被検体像と前記第２の被検体像とを含む内視鏡被検体像に基づく第１の画像
信号を生成する第１の画像信号生成部と、
　前記挿入部から離間した前記長手軸に交差する仮想視点から見た前記挿入部の模式図と
該挿入部に対する前記第１及び第２の領域の配列とに基づく第２の画像信号を生成する第
２の画像信号生成部と、
　前記第１および第２の画像信号において表示される画面の所定の部位に前記挿入部の模
式図が配置されるように前記第１および第２の画像信号を処理するとともに、前記第１の
被検体像と前記挿入部の模式図に対する前記第１の領域、前記第２の被検体像と前記挿入
部の模式図に対する前記第２の領域をそれぞれ関連付ける処理を行う画像処理部と、
　前記画像処理部から前記第１および第２の画像信号を入力し、前記第１の被検体像、前
記第１の被検体像に隣接して配置した前記第２の被検体像、前記挿入部の模式図、及び該
挿入部に対する前記第１及び第２の領域の配列を表示させるための出力画像信号を生成す
る画像信号出力部と、
　を備えることを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記第２の画像信号において、前記挿入部の模式図は、前記挿入部から離間した仮想視
点より該挿入部を俯瞰した状態の模式図であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡
システム。
【請求項３】
　前記画像処理部は、前記第２の画像信号について、前記第１の被検体像に基づく部分と
、前記第２の被検体像に基づく部分とを区切って配置する処理を行うことを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記画像処理部は、前記第２の画像信号に対して、前記第１の領域に基づく部分と、前
記第２の領域に基づく部分とをそれぞれ示す指標をさらに配置する処理を行うことを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記画像処理部は、前記第２の画像信号について、前記第１の被検体像に基づく部分と
、前記第２の被検体像に基づく部分とに対して、少なくとも一部を色分けまたは模様分け
をして配置する処理を行うことを特徴とする請求項４に記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記画像処理部は、前記第２の画像信号に設けた前記第１の領域に基づく部分を示す指
標を、前記第１の画像信号における前記第１の被検体像に基づく部分にも対応させて配置
し、前記第２の画像信号に設けた前記第２の領域に基づく部分を示す指標を、前記第１の
画像信号における前記第２の被検体像に基づく部分にも対応させて配置する処理を行うこ
とを特徴とする請求項４に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記挿入部は、当該挿入部の形状または回転状態を検出する挿入部状態検出装置を内部
に挿入できる挿通管を備え、
　前記画像処理部は、前記挿入部状態検出装置からの情報に基づき、前記第２の画像信号
において前記挿入部が前記被検体の管腔に挿入している状態を示す前記挿入部の模式図を
生成する処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
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　前記内視鏡システムは、前記挿入部の形状を検出する外部の挿入部形状検出装置と接続
可能であって、
　前記画像処理部は、前記挿入部形状検出装置からの情報に基づき、前記第２の画像信号
において前記挿入部が前記被検体の管腔に挿入している状態を示す前記挿入部の模式図を
生成する処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項９】
　前記内視鏡システムは、前記被検体の管腔の立体画像を生成する外部の立体画像作成装
置と接続可能であって、
　前記画像処理部は、前記立体画像作成装置からの情報に基づき、前記第２の画像信号に
おいて前記挿入部が前記被検体の管腔に挿入している状態を示す前記挿入部の模式図を生
成する処理を行うことを特徴とする請求項８に記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記画像処理部は、前記第１の被検体像の両隣を含む部分に複数の前記第２の被検体像
を配置することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１１】
　前記第１の被検体像は、前記挿入部の長手方向に略平行な挿入部前方を含む前記第１の
領域の被検体像であり、
　前記第２の被検体像は、前記挿入部の長手方向と交差する方向の挿入部側方を含む前記
第２の領域の被検体像であり、
　前記第１の被検体像取得部は、前記第１の領域の被検体像を取得する前方被検体像取得
部であり、
　前記第２の被検体像取得部は、前記第２の領域の被検体像を取得する側方被検体像取得
部であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１２】
　前記第１の被検体像取得部は、前記挿入部の長手方向の先端部に、前記挿入部が挿入さ
れる方向に向けて配置され、
　前記第２の被検体像取得部は、前記挿入部の側面に、前記挿入部の周方向に向けて配置
され、
　前記第１の被検体像取得部からの前記第１の被検体像を光電変換する第１の撮像部と、
前記第２の被検体像取得部からの前記第２の被検体像を光電変換する第２の撮像部とが別
々に設けられるとともに、前記第１の撮像部と前記第２の撮像部とが少なくとも前記画像
信号生成部に電気的に接続されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム
。
【請求項１３】
　前記第２の被検体像取得部は、前記挿入部の周方向に略均等な角度で複数配置されてお
り、
　前記第１及び第２の画像信号生成部は、前記第１の被検体像を中心に配置し、前記第２
の被検体像を前記第１の被検体像の周方向に略均等な角度で複数配置した画像信号を生成
することを特徴とする請求項１２に記載の内視鏡システム。
【請求項１４】
　前記第１の被検体像取得部は、前記挿入部の長手方向の先端部に、前記挿入部が挿入さ
れる方向に向けて配置され、
　前記第２の被検体像取得部は、前記挿入部の周方向を囲むように配置され、
　前記第１の被検体像取得部からの前記第１の被検体像と前記第２の被検体像取得部から
の前記第２の被検体像とを同じ面で光電変換するように配置されるとともに、前記画像信
号生成部に電気的に接続されている撮像部を備えることを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡システム。
【請求項１５】
　前記画像信号生成部は、前記第１の被検体像が略円形状になっており、前記第２の被検
体像が前記第１の被検体像の周囲を囲む環状の画像信号を生成することを特徴とする請求
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項１４に記載の内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡システムに関し、特に、前方視野及び側方視野を独立してかつ同時に
観察することが可能な内視鏡システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　体腔等、管腔の内部の被検体を撮像する内視鏡、及び、内視鏡により撮像された被検体
の観察画像を生成する画像処理装置等を具備する内視鏡システムが、医療分野及び工業分
野等において広く用いられている。
【０００３】
　例えば、日本国特許第３３３７６８２号公報によれば、挿入部の先端部の先端面に前方
視野画像を取得する前方観察用レンズを、当該先端部の周方向に側方視野画像を取得する
複数の側方観察用レンズをそれぞれ設け、さらに、前記前方観察用レンズ及び複数の側方
観察用レンズの結像位置にそれぞれ撮像素子を設けることにより、これらの撮像素子によ
り前方視野画像及び複数の側方視野画像を撮像する内視鏡を有する広角内視鏡システムが
開示されている。
【０００４】
　前記広角内視鏡システムは、前方視野画像と複数の側方視野画像とをそれぞれ独立して
得るようになっており、これら独立した画像を１つの表示手段に表示させるようになって
いる。
【０００５】
　具体的に係る広角内視鏡システムでは、それぞれの撮像素子で撮像した画像をモニタ上
に表示する際、前方観察用撮像素子で撮像した前方視野画像を中央に、複数の、例えば２
つの側方観察用撮像素子で撮像した側方視野画像を前記前方視野画像の両隣にそれぞれ配
置して表示するようになっている。
【０００６】
　ところで前記日本国特許第３３３７６８２号公報に記載の広角内視鏡システムにおいて
は、例えば、図２６に示すモニタ画面５３５において、前方観察用撮像素子で撮像した前
方視野画像５１６Ａを中央に、２つの側方観察用撮像素子で撮像した側方視野画像５１６
Ｂおよび５１６Ｃを前記前方視野画像５１６Ａの両隣にそれぞれ配置して表示するように
なっている。
【０００７】
　なお、図中、前方視野画像５１６Ａ並びに２つの側方視野画像５１６Ｂおよび５１６Ｃ
としては、それぞれ模式的に“↑”、“☆”または“◇”が撮像されているものとする。
【０００８】
　しかしながら、この日本国特許第３３３７６８２号公報に記載の広角内視鏡システムに
おいては、実際にモニタ画面５３５に表示されている各画像（前方視野画像５１６Ａ並び
に２つの側方視野画像５１６Ｂおよび５１６Ｃ）、特に２つの側方視野画像５１６Ｂおよ
び５１６Ｃが実際の被検体のどの部分を撮像したものなのかが不明確であった。
【０００９】
　すなわち、係る広角内視鏡システムにおいては、前方視野と側方視野の異なる視野から
なるいわば３次元的な画像を２次元的な平面な表示装置に並べて表示させるため、実際に
被検体の管腔内において撮像している方向および範囲が現実の視野とは異なることとなり
、術者による内視鏡の挿入操作に支障をきたす虞があった。
【００１０】
　より具体的には、前方視野画像５１６Ａ並びに２つの側方視野画像５１６Ｂおよび５１
６Ｃ（それぞれ模式的に“↑”、“☆”または“◇”とする）が、図２７ａにおける５１
７ａ、５１７ｂ、５１７ｃにそれぞれ対応する方向および範囲を示すものなのか、図２７
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ｂにおける５１７ａ’、５１７ｂ’、５１７ｃ’にそれぞれ対応する位置および範囲を示
すものかについては、明確にはわからなかった。なお、図中、符号５１７ｄ、５１７ｄ’
は内視鏡挿入部先端部を模式化したものであり、図中、右方向が挿入部の前方方向に対応
する。
【００１１】
　なお、上述した問題は、前方視野画像と複数の側方視野画像とを独立して撮像し、それ
ぞれ２次元の平面である表示装置に並べて表示させる上述した如き広角内視鏡システムに
おいて生じるものである。
【００１２】
　すなわち、たとえば、図２８に示すように、撮像光学系が１つでありかつモニタ画面４
３５においても１つの表示画面４１６のみが表示される内視鏡においては、当該表示画面
上において、それぞれ“↑”、“☆”および“◇”が並んで表示されていた場合であって
も（図中左側参照）、これら画像の内視鏡に対する方向および範囲については、同図右側
の符号４１７に示すように的確に想像することができる。
【００１３】
　本発明は上述した事情にかんがみてなされたものであり、前方視野及び側方視野を独立
してかつ同時に観察することが可能な内視鏡システムにおいて、前方視野画像と側方視野
画像とを区別して表示するとともに、これら前方視野画像および側方視野画像が被検体内
におけるどの方向および範囲に対応するものであるかを的確に認識することができる内視
鏡システムを提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、被検体の内部に長手軸方向に挿入される挿入部と
、前記挿入部に設けられ、前記被検体の第１の領域から第１の被検体像を取得する第１の
被検体像取得部と、前記挿入部に設けられ、前記第１の領域とは異なる前記被検体の第２
の領域から第２の被検体像を取得する第２の被検体像取得部と、前記第１の被検体像と前
記第２の被検体像とを含む内視鏡被検体像に基づく第１の画像信号を生成する第１の画像
信号生成部と、前記挿入部から離間した前記長手軸に交差する仮想視点から見た前記挿入
部の模式図と該挿入部に対する前記第１及び第２の領域の配列とに基づく第２の画像信号
を生成する第２の画像信号生成部と、前記第１および第２の画像信号において表示される
画面の所定の部位に前記挿入部の模式図が配置されるように前記第１および第２の画像信
号を処理するとともに、前記第１の被検体像と前記挿入部の模式図に対する前記第１の領
域、前記第２の被検体像と前記挿入部の模式図に対する前記第２の領域をそれぞれ関連付
ける処理を行う画像処理部と、前記画像処理部から前記第１および第２の画像信号を入力
し、前記第１の被検体像、前記第１の被検体像に隣接して配置した前記第２の被検体像、
前記挿入部の模式図、及び該挿入部に対する前記第１及び第２の領域の配列を表示させる
ための出力画像信号を生成する画像信号出力部と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態の内視鏡システムの構成を示す図である。
【図２】図２は、第１の実施形態の内視鏡システムにおける挿入部先端部の構成を示す斜
視図である。
【図３】図３は、第１の実施形態の内視鏡システムにおける挿入部先端部の先端を示した
正面図である。
【図４】図４は、第１の実施形態の内視鏡システムにおける内視鏡およびプロセッサの電
気的な構成の要部を示したブロック図である。
【図５】図５は、第１の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示される観察
画像の概略を示す図である。
【図６】図６は、第１の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示される観察
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画像の一例を示す図である。
【図７】図７は、第１の実施形態の内視鏡システムの第１の変形例におけるモニタ画面に
表示される観察画像の一例を示す図である。
【図８】図８は、第１の実施形態の内視鏡システムの第２の変形例におけるモニタ画面に
表示される観察画像の一例を示す図である。
【図９】図９は、第１の実施形態の内視鏡システムの第３の変形例におけるモニタ画面に
表示される俯瞰画像の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態の内視鏡システムの第４の変形例におけるモニタ画
面に表示される俯瞰画像の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、第１の実施形態の内視鏡システムの他の応用例におけるモニタ画面
に表示される観察画像の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の第２の実施形態の内視鏡システムにおける挿入部先端部の
構成を示す斜視図である。
【図１３】図１３は、第２の実施形態の内視鏡システムにおける挿入部先端部の先端を示
した正面図である。
【図１４】図１４は、第２の実施形態の内視鏡システムにおける内視鏡およびプロセッサ
の電気的な要部構成を示したブロック図である。
【図１５】図１５は、第２の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示される
観察画像の概略を示す図である。
【図１６】図１６は、第２の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示される
観察画像の一例を示す図である。
【図１７】図１７は、第２の実施形態の内視鏡システムの第１の変形例におけるモニタ画
面に表示される観察画像の一例を示す図である。
【図１８】図１８は、第２の実施形態の内視鏡システムの第２の変形例におけるモニタ画
面に表示される観察画像の一例を示す図である。
【図１９】図１９は、第２の実施形態の内視鏡システムの第３の変形例におけるモニタ画
面に表示される観察画像の一例を示す図である。
【図２０】図２０は、第２の実施形態の内視鏡システムの第４の変形例におけるモニタ画
面に表示される観察画像の一例を示す図である。
【図２１】図２１は、本発明の第３の実施形態の内視鏡システムにおける電気的な要部構
成を示したブロック図である。
【図２２】図２２は、第３の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示される
観察画像の一例を示す図である。
【図２３ａ】図２３ａは、第３の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示さ
れる俯瞰図の構成要素の一例の詳細を示す図である。
【図２３ｂ】図２３ｂは、第３の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示さ
れる俯瞰図の構成要素の一例の詳細を示す図である。
【図２４ａ】図２４ａは、第３の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示さ
れる俯瞰図の構成要素の作用を示す図である。
【図２４ｂ】図２４ｂは、第３の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示さ
れる俯瞰図の構成要素の作用を示す図である。
【図２４ｃ】図２４ｃは、第３の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示さ
れる俯瞰図の構成要素の作用を示す図である。
【図２５】図２５は、第３の実施形態の内視鏡システムの第１の変形例におけるモニタ画
面に表示される観察画像の一例を示す図である。
【図２６】図２６は、従来の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示される観察画像の
一例を示す図である。
【図２７ａ】図２７ａは、図２６に示す従来の内視鏡システムにおいて実際に観察してい
る方向および位置を説明するための図である。
【図２７ｂ】図２７ｂは、図２６に示す従来の内視鏡システムにおいて実際に観察してい



(7) JP WO2015/151973 A1 2015.10.8

10

20

30

40

50

る方向および位置を説明するための図である。
【図２８】図２８は、従来の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示される観察画像の
一例および実際に観察している方向および位置を説明するための図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【００１７】
（第１の実施形態）
　図１から図３を用いて第１の実施形態の内視鏡システムの構成について説明する。図１
は、本発明の第１の実施形態の内視鏡システムの構成を示す図、図２は、第１の実施形態
の内視鏡システムにおける挿入部先端部の構成を示す斜視図、図３は、第１の実施形態の
内視鏡システムにおける挿入部先端部の先端を示した正面図である。
【００１８】
　図１に示すように、内視鏡システム１は、観察対象物を撮像して撮像信号を出力する内
視鏡２と、観察対象物（被検体）を照明するための照明光を供給する光源装置３１と、撮
像信号に応じた映像信号を生成及び出力するビデオプロセッサ３２と、映像信号に応じた
観察画像を表示するモニタ３５と、を有している。
【００１９】
　内視鏡２は、術者が把持して操作を行う操作部３と、操作部３の先端側に形成され、体
腔内等に挿入される細長の挿入部４と、操作部３の側部から延出するように一方の端部が
設けられたユニバーサルコード５と、を有して構成されている。
【００２０】
　本実施形態の内視鏡２は、１８０度以上の視野を観察可能な広角内視鏡であり、体腔内
、特に大腸内において、襞の裏や臓器の境界等、前方方向の観察だけでは見難い場所の病
変を見落とすことを防ぐことを実現する。大腸内に内視鏡２の挿入部４を挿入するにあた
っては、通常の大腸内視鏡と同様、挿入部４に捻り、往復運動、腸壁のフックを行うこと
による仮固定等の動作が発生する。
【００２１】
　挿入部４は、最も先端側に設けられた硬質の先端部６と、先端部６の後端に設けられた
湾曲自在の湾曲部７と、湾曲部７の後端に設けられた長尺かつ可撓性を有する可撓管部８
と、を有して構成されている。また、湾曲部７は、操作部３に設けられた湾曲操作レバー
９の操作に応じた湾曲動作を行う。
【００２２】
　一方、図２および図３に示すように、内視鏡２の先端部６の先端面には、前方視野方向
を観察するための前方観察窓１１ａが配置され、内視鏡２の先端部６の側面６ｂには、側
方視野方向を観察するための複数の側方観察窓１１ｂおよび１１ｃが配置されている。
【００２３】
　これらの側方観察窓１１ｂおよび１１ｃは、先端部６の周方向に均等な間隔、例えば、
１８０度の間隔であって、前方観察窓１１ａに対して略左右方向を向くように配設されて
いる。
【００２４】
　なお、本実施形態においては、先端部６ａの周方向に均等な間隔で配置される側方観察
窓１１ｂ、１１ｃは、２つに限定されるものではなく、例えば１つの側視観察窓を配置す
る構成や３つ以上の側方観察窓を配置する構成であってもよい。３つ以上の側方観察窓を
配置する構成の例として、周方向に１２０度毎に側視観察窓を配置する構成であってもよ
いし、周方向に９０度毎に側視観察窓を配置する構成であってもよい。
【００２５】
　内視鏡２の先端部６の先端面には、前方観察窓１１ａに隣接する位置に、前方観察窓１
１ａの前方視野の範囲に照明光を出射する２つの前方照明窓１２ａが配置されている。ま
た、内視鏡２の先端部６の側面６ｂには、側方観察窓１１ｂ、１１ｃのそれぞれに隣接す
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る位置に、側方観察窓１１ｂ、１１ｃの側方視野の範囲に照明光を出射する側方照明窓１
２ｂ、１２ｃ（図示せず）が配設されている。
【００２６】
　また、内視鏡２の先端部６の先端面には、挿入部４内に配設されたチューブ等により形
成された図示しない処置具チャンネルに連通するとともに、処置具チャンネルに挿通され
た処置具（の先端部）を突出させることが可能な先端開口部１３と、前方観察窓１１ａを
洗浄するための気体または液体を射出する前方観察窓用ノズル部１４と、が設けられてい
る。
【００２７】
　さらに、内視鏡２の先端部６の側面には、側方観察窓１１ｂ、１１ｃを洗浄するための
気体または液体を射出する図示しない側方観察窓用ノズル部が、側方観察窓１１ｂ、１１
ｃのそれぞれに隣接して設けられている。
【００２８】
　図１に戻って、前記操作部３には、前方観察窓１１ａを洗浄するための気体または液体
を前方観察窓用ノズル部１４から射出させる操作指示が可能な送気送液操作ボタン２４ａ
と、側方観察窓１１ｂ、１１ｃを洗浄するための気体または液体を図示しない側方観察窓
用ノズル部から射出させる操作指示が可能な送気送液操作ボタン２４ｂと、が設けられ、
この送気送液操作ボタン２４ａ及び２４ｂの押下により送気と送液とが切り替え可能であ
る。
【００２９】
　また、本実施形態では、それぞれのノズル部に対応するように複数の送気送液操作ボタ
ンを設けているが、例えば１つの送気送液操作ボタンの操作により前方観察窓用ノズル部
１４、図示しない側方観察窓用ノズル部の両方から気体または液体が射出されるようにし
てもよい。
【００３０】
　さらに、操作部３の頂部にはスコープスイッチ２５が複数設けられている。このスコー
プスイッチ２５は、内視鏡２において使用可能な種々の記載のオンまたはオフ等に対応し
た信号を出力させるように、各スイッチ毎の機能を割り付けることが可能な構成を有して
いる。具体的には、スコープスイッチ２５には、例えば、前方送水の開始及び停止、フリ
ーズの実行及び解除、及び、処置具の使用状態の告知等に対応した信号を出力させる機能
を、各スイッチの機能として割り付けることができる。
【００３１】
　なお、本実施形態においては、送気送液操作ボタン２４ａ及び２４ｂのうちの少なくと
もいずれか一方の機能を、スコープスイッチ２５のうちのいずれかに割り付けるようにし
てもよい。
【００３２】
　また、操作部３には、体腔内の粘液等を先端開口部１３より吸引して回収するための指
示を図示しない吸引ユニット等に対して行うことが可能な吸引操作ボタン２６が配設され
ている。
【００３３】
　そして、図示しない吸引ユニット等の動作に応じて吸引された体腔内の粘液等は、先端
開口部１３と、挿入部４内の図示しない処置具チャンネルと、操作部３の前端付近に設け
られた処置具挿入口２７とを経た後、図示しない吸引ユニットの吸引ボトル等に回収され
る。
【００３４】
　前記処置具挿入口２７は、挿入部４内の図示しない処置具チャンネルに連通していると
ともに、図示しない処置具を挿入可能な開口として形成されている。すなわち、術者は、
処置具挿入口２７から処置具を挿入し、処置具の先端側を先端開口部１３から突出させる
ことにより、処置具を用いた処置を行うことができる。
【００３５】
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　一方、図１に示すように、ユニバーサルコード５の他方の端部には、光源装置３１に接
続可能なコネクタ２９が設けられている。
【００３６】
　このコネクタ２９の先端部には、流体管路の接続端部となる口金（図示せず）と、照明
光の供給端部となるライトガイド口金（図示せず）とが設けられている。また、コネクタ
２９の側面には、接続ケーブル３３の一方の端部を接続可能な電気接点部（図示せず）が
設けられている。さらに、接続ケーブル３３の他方の端部には、内視鏡２とビデオプロセ
ッサ３２と電気的に接続するためのコネクタが設けられている。
【００３７】
　なお、前記コネクタ２９には、当該内視鏡２における固有の所定ＩＤ情報を記憶したス
コープＩＤ２９ａが配設されている（詳しくは後述する）。
【００３８】
　ユニバーサルコード５には、種々の電気信号を伝送するための複数の信号線、及び、光
源装置３１から供給される照明光を伝送するためのライトガイドが束ねられた状態として
内蔵されている。
【００３９】
　一方、挿入部４からユニバーサルコード５にかけて内臓された前記ライトガイドは、光
出射側の端部が挿入部４付近において分岐され、各光出射端面が前方照明窓１２ａ、側方
照明窓１２ｂ、１２ｃに配置されるような構成を有している。また、前記ライトガイドは
、光入射側の端部がコネクタ２９のライトガイド口金に配置されるような構成を有してい
る。
【００４０】
　なお、本第１の実施形態においては、被検体への照明手段として、光源装置３１から供
給される照明光をライトガイドにより伝送し、前記各照明窓から当該照明光を出射するも
のとしたが、前記照明手段はこれに限らない。
【００４１】
　たとえば、前記前方照明窓１２ａ、側方照明窓１２ｂおよび側方照明窓１２ｃの内部に
、たとえば発光ダイオード（ＬＥＤ）等の発光素子を設け、当該発光素子からの光を前記
各照明窓から出射するような構成としても良い。
【００４２】
　前記ビデオプロセッサ３２は、内視鏡２の先端部６に設けられた複数の撮像素子を駆動
するための駆動信号を出力する。そして、ビデオプロセッサ３２は、複数の撮像素子から
出力される撮像信号に対して信号処理を施すことにより、映像信号を生成してモニタ３５
へ出力する。
【００４３】
　詳細は後述するが、ビデオプロセッサ３２は、前方観察窓１１ａで取得した前方視野画
像を中央に配置し、側方観察窓１１ｂ、１１ｃで取得した２つの側方視野画像を前方視野
画像の左右に配置するとともに、前方視野画像及び２つの側方視野画像に所定の画像処理
を施し、モニタ３５へ出力する。
【００４４】
　図１に戻って、光源装置３１、ビデオプロセッサ３２及びモニタ３５等の周辺装置は、
患者情報の入力等を行うキーボード３４とともに、架台３６に配置されている。
【００４５】
　次に、本第１の実施形態の内視鏡システムにおける電気的な構成についてその要部を説
明する。
【００４６】
　図４は、第１の実施形態の内視鏡システムにおける内視鏡およびプロセッサの電気的な
構成の要部を示したブロック図である。
【００４７】
　図４に示すように、本第１の実施形態において内視鏡２は、その挿入部４の先端部６に
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おける前部（先端面）に、挿入部４の長手軸方向に略平行な前方を含む前方方向つまり被
検体の第１の領域を観察するための第１の被検体像取得部を構成する前方観察窓１１ａお
よび前方撮像素子１５ａが配設されている。
【００４８】
　また、当該先端部６の側部（側面）には、挿入部４の長手軸方向とは交差する方向を含
む側方方向つまり被検体の第２の領域を観察するための第２の被検体像取得部を構成する
側方観察窓１１ｂ、１１ｃおよび側方撮像素子１５ｂ、１５ｃが配設されている。
【００４９】
　前方観察窓１１ａは、挿入部４の長手軸方向の当該挿入部４が挿入する方向を前方方向
つまり直視方向とした際、当該前方方向（第１の方向；図中左側を前方とする）から第１
の被検体像を入光する。また、前方撮像素子１５ａは、当該前方観察窓１１ａ及び図示し
ない対物光学系の結像位置に配置されており、前方観察窓１１ａに入光された被検体像を
光電変換する。
【００５０】
　側方観察窓１１ｂ、１１ｃは、前方方向（直視方向または第１の方向）とは少なくとも
一部が異なる方向であって先端部６の周方向を含む側方方向つまり側視方向（第２の方向
；図４においては、上下方向として図示する）から第２の被検体像を入光する。また、側
方撮像素子１５ｂ、１５ｃは、側方観察窓１１ｂ、１１ｃにおけるそれぞれ図示しない対
物光学系の結像位置に配置されており、側方観察窓１１ｂまたは１１ｃに入光された被検
体像を光電変換する。
【００５１】
　前方撮像素子１５ａ～１５ｃは、いずれも後述の画像信号生成部３２ｇに電気的に接続
されており、前方撮像素子１５ａで撮像された前方視野に関する撮像信号と、側方撮像素
子１５ｂ、１５ｃのそれぞれで撮像された側方視野に関する撮像信号とをビデオプロセッ
サ３２における画像信号生成部３２ｇに出力するようになっている。
【００５２】
　また、内視鏡２における前記コネクタ２９には、当該内視鏡２における固有の所定ＩＤ
情報、たとえば本実施形態においては当該内視鏡２における視野角の情報を記憶したスコ
ープＩＤ２９ａが配設されている。
【００５３】
　一方、ビデオプロセッサ３２は、前記各撮像素子１５ａ、１５ｂ、１５ｃを駆動するた
めの駆動信号を出力する。
【００５４】
　これとともに、当該各撮像素子１５ａ、１５ｂ、１５ｃからの撮像信号を入力して前方
や側方の視野に関する映像信号（画像信号）を生成する画像信号生成部（第１の画像信号
生成部）３２ｇと、この映像信号（画像信号）に対して所定の画像処理を施す画像処理部
３２ａと、この画像処理部３２ａにおいて処理された各画像信号に対して所定の処理を施
してモニタ３５へ出力する出力画像信号を生成して出力する画像出力部３２ｂと、コネク
タ２９における前記スコープＩＤ２９ａから当該内視鏡２における固有の情報を取得して
後述する所定の補助画像を生成する補助画像生成部（第２の画像信号生成部）３２ｃと、
を備える。
【００５５】
　次に、本第１の実施形態における前記画像処理部３２ａおよび補助画像生成部３２ｃに
よる画像処理について図５および図６を用いて説明する。
【００５６】
　図５は、第１の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示される観察画像の
概略を示す図であり、図６は、第１の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表
示される観察画像の一例を示す図である。
【００５７】
　画像処理部３２ａは、図５に示すように、第１の被検体像取得部（前方観察窓１１ａお
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よび前方撮像素子１５ａ等）で取得した前方視野画像１６Ａをモニタ３５のモニタ画面３
５ａにおける中央に配置し、第２の被検体像取得部（側方観察窓１１ｂ、１１ｃおよび側
方撮像素子１５ｂ、１５ｃ等）で取得した２つの側方視野画像１６Ｂ、１６Ｃを前方視野
画像１６Ａに隣接する左右に配置して表示するように処理を施して画像出力部３２ｂに出
力する。
【００５８】
　より具体的には、画像信号生成部３２ｇは、まず第１の被検体像取得部である前方撮像
素子１５ａと、第２の被検体像取得部である側方撮像素子１５ｂおよび１５ｃとからそれ
ぞれ出力される撮像信号を入力して画像信号を生成し、画像処理部３２ａは、それぞれの
画像信号に所定の画像処理を施すことにより、それぞれ前方視野画像１６Ａ、側方視野画
像１６Ｂおよび側方視野画像１６Ｃを生成する。
【００５９】
　次に画像処理部３２ａは、前方撮像素子１５ａからの前方視野画像１６Ａをモニタ画面
３５ａの中央に配置し、側方撮像素子１５ｂおよび１５ｃからの２つの側方視野画像１６
Ｂおよび１６Ｃを、前記モニタ画面３５ａ上における前方視野画像１６Ａを挟んで隣接す
る左右部分に配置するよう処理を施す。
【００６０】
　さらに画像処理部３２ａは、前方視野画像１６Ａの枠部（前方視野画像枠１６ａ）と側
方視野画像１６Ｂ、１６Ｃの枠部（側方視野画像枠１６ｂ、１６ｃ）を、前方視野と側方
視野とを区別するために互いに異なる色（本実施形態においては青色と赤色）に色分けし
て表示するよう処理する。
【００６１】
　すなわち、この色分けによって前方視野と側方視野とを区別する指標としての機能を果
たすようになっている。なお、図６においては枠中の横線によって青色を、また縦線によ
って赤色をそれぞれ示すものとする。
【００６２】
　この後、画像処理部３２ａは、上述した要領により生成された、上記前方視野画像１６
Ａ、側方視野画像１６Ｂおよび側方視野画像１６Ｃ、並びに、前方視野画像枠１６ａ、側
方視野画像枠１６ｂおよび側方視野画像枠１６ｃに係る画像信号（第１の画像信号）を画
像出力部３２ｂに向けて出力する。
【００６３】
　一方、図６に示すように、補助画像生成部３２ｃは、前記コネクタ２９に配設されたス
コープＩＤ２９ａに記憶された当該内視鏡２における固有のＩＤ情報としての視野角情報
を読み出し、読み出した視野角情報に基づいて俯瞰画像１７を生成し、モニタ画面３５ａ
における前記前方視野画像１６Ａに隣接する下部分に配置して表示するよう処理する。
【００６４】
　前記俯瞰画像１７は、被検体を前記挿入部４から離間した仮想視点（たとえば内視鏡挿
入部の上方等、挿入部の長手軸に交差する方向に設定したある点）から見下ろした俯瞰被
検体像である。
【００６５】
　本実施形態においては、仮想的な挿入部４を模式図として示す俯瞰挿入部１７ｄと、俯
瞰挿入部１７ｄの近傍に配置した前記前方視野画像１６Ａに対応する俯瞰前方視野範囲１
７ａと、俯瞰挿入部１７ｄの近傍に同じく配置した前記側方視野画像１６Ｂ、１６Ｃに対
応する俯瞰側方視野範囲１７ｂ、１７ｃとにより構成され、モニタ画面３５ａ上において
、当該仮想的な挿入部に対する前方視野に係る領域と側方視野に係る領域との配列の状態
が前方視野画像１６Ａに隣接する下部分に配置して表示されるようになっている。
【００６６】
　また、俯瞰前方視野範囲１７ａと、俯瞰側方視野範囲１７ｂおよび俯瞰側方視野範囲１
７ｃとは、それぞれ前方または２つの側方の視野角を示す模式図であり、前記スコープＩ
Ｄ２９ａに記憶された当該内視鏡２における前記視野角情報に基づいて補助画像生成部３
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２ｃにおいて生成されるようになっている。
【００６７】
　さらに本第１の実施形態において補助画像生成部３２ｃは、俯瞰前方視野範囲１７ａ、
俯瞰側方視野範囲１７ｂおよび俯瞰側方視野範囲１７ｃを、それぞれ前方視野に係る画像
と側方視野に係る画像とに区別するために、俯瞰前方視野範囲１７ａと俯瞰側方視野範囲
１７ｂおよび１７ｃとを互いに異なる色に色分けされて表示する。
【００６８】
　さらに本第１の実施形態においては、俯瞰前方視野範囲１７ａは前記前方視野画像１６
Ａに対応付けて当該前方視野画像１６Ａにおける前方視野画像枠１６ａと同じ青色（図６
においては青色を示す横線によって示す）とし、一方、俯瞰側方視野範囲１７ｂおよび１
７ｃは上記同様に前記側方視野画像１６Ｂ、１６Ｃにおける側方視野画像枠１６ｂ、１６
ｃと同じ赤色（図６においては青色を示す縦線によって示す）にそれぞれ色分けされてい
る。
【００６９】
　前記補助画像生成部３２ｃは、上述した要領で俯瞰画像１７を生成し、前記俯瞰画像１
７に係る画像信号（第２の画像信号）を生成し、これを画像処理部３２ａに向けて出力す
る。
【００７０】
　そして、前記画像処理部３２ａは、画像信号生成部３２ｇにより生成された画像信号（
第１の画像信号）と補助画像生成部３２ｃにより生成された画像信号（第２の画像信号）
とに基づいてこれらを合成して画像出力部３２ｂに出力し、画像出力部３２ｂはモニタ画
面３５ａに表示するための出力画像信号を生成し、モニタ３５に向けて出力する。
【００７１】
　このように本第１の実施形態においては、前方視野画像と側方視野画像、および、俯瞰
前方視野範囲と俯瞰側方視野範囲とをそれぞれ色分けによって区別するとともに、「前方
視野画像」と「俯瞰前方視野範囲」とを、また、「側方視野画像」と「俯瞰側方視野範囲
」とをそれぞれ同じ色で表示して「対応付け」るようになっている。そして、この「対応
付け」の指標として「色分け」を採用すること特徴とする。
【００７２】
　以上説明したように、本実施形態の内視鏡システムによると、前方視野及び側方視野を
独立してかつ同時に観察することが可能な内視鏡システムにおいて、前方視野画像と側方
視野画像とを区別して表示するとともに、これら前方視野画像および側方視野画像が被検
体内におけるどの方向および範囲に対応するものであるかを的確に認識することができる
内視鏡システムを提供することができるという効果を奏する。
【００７３】
（第１の実施形態の第１変形例）
　次に、本第１の実施形態の第１変形例について説明する。
【００７４】
　図７は、第１の実施形態の内視鏡システムの第１の変形例におけるモニタ画面に表示さ
れる観察画像の一例を示す図である。
【００７５】
　上述した第１の実施形態においては、「前方視野画像」と「俯瞰前方視野範囲」、およ
び「側方視野画像」と「俯瞰側方視野範囲」の「対応付け」の指標として「色分け」を採
用したが、第１変形例では、この「対応付け」の指標として、各画像の「輪郭線による模
様分け」を採用することを特徴とする。
【００７６】
　図７に示すように、本第１変形例では、前方視野画像１６Ａに係る前方視野画像枠１８
ａと、俯瞰画像１７における俯瞰前方視野範囲１９ａの輪郭線を共に実線で示す。一方で
、仮想的な挿入部４を模式図として示す俯瞰挿入部１９ｄの近傍に配置した側方視野画像
１６Ｂ、１６Ｃに係る側方視野画像枠１８ｂ、１８ｃと、俯瞰画像１７における俯瞰側方
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視野範囲１９ｂ、１９ｃの輪郭線を共に破線で示す。
【００７７】
　このように、本第１変形例では、各画像の「輪郭線による模様分け」により「前方視野
画像」と「俯瞰前方視野範囲」、および「側方視野画像」と「俯瞰側方視野範囲」の「対
応付け」を実現する。
【００７８】
　以上、上述したように本第１の実施形態における第１変形例によっても、上述した第１
の実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００７９】
（第１の実施形態の第２変形例）
　次に、本第１の実施形態の第２変形例について説明する。
【００８０】
　図８は、第１の実施形態の内視鏡システムの第２の変形例におけるモニタ画面に表示さ
れる観察画像の一例を示す図である。
【００８１】
　上述したように、第１の実施形態においては、「前方視野画像」と「俯瞰前方視野範囲
」、および「側方視野画像」と「俯瞰側方視野範囲」の「対応付け」の指標として「色分
け」を採用したが、この第２変形例では、この「対応付け」の指標として、各画像の一部
に配置した「記号による模様分け」を採用することを特徴とする。
【００８２】
　図８に示すように、本第２変形例では、前方視野画像１６Ａの一部分に前方視野画像用
記号２０ａ（“↑”）を表示すると共に、俯瞰画像１７における俯瞰前方視野範囲２１ａ
の近傍に前記記号２０ａ（“↑”）と同様の記号を表示する。
【００８３】
　一方で、側方視野画像１６Ｂ、１６Ｃの一部分にそれぞれ側方視野画像用記号２０ｂ（
 “☆”）、２０ｃ（“◇”）を表示すると共に、俯瞰画像１７における仮想的な挿入部
４を模式図として示す俯瞰挿入部２１ｄの近傍に配置した俯瞰側方視野範囲２１ｂ、２１
ｃの近傍にそれぞれ前記記号２０ｂ（“☆”）、２０ｃ（“◇”）と同様の記号を表示す
る。
【００８４】
　このように、本第２変形例では、各画像の一部に配置した「記号による模様分け」によ
り「前方視野画像」と「俯瞰前方視野範囲」、および「側方視野画像」と「俯瞰側方視野
範囲」の「対応付け」を実現する。
【００８５】
　以上、上述したように本第１の実施形態における第２変形例によっても、上述した第１
の実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００８６】
（第１の実施形態の第３変形例）
　次に、本第１の実施形態の第３変形例について説明する。
【００８７】
　図９は、第１の実施形態の内視鏡システムの第３の変形例におけるモニタ画面に表示さ
れる俯瞰画像の一例を示す図である。
【００８８】
　図９に示すように、本第３変形例では、第１の実施形態の俯瞰画像１７における俯瞰前
方視野範囲１７ａ、俯瞰側方視野範囲１７ｂ、１７ｃに相当する部分を立体的な視野範囲
を示す模式図に代えたことを特徴とする。
【００８９】
　すなわち、前方視野画像１６Ａ、側方視野画像１６Ｂおよび側方視野画像１６Ｃにそれ
ぞれ対応する俯瞰視野範囲として、図示のごとく仮想的な挿入部４を模式図として示す俯
瞰挿入部２２ｄの近傍に配置した立体的な俯瞰前方視野範囲２２ａ、俯瞰側方視野範囲２



(14) JP WO2015/151973 A1 2015.10.8

10

20

30

40

50

２ｂ、俯瞰側方視野範囲２２ｃを表示する。
【００９０】
　勿論、このような立体的な俯瞰前方視野範囲２２ａ、俯瞰側方視野範囲２２ｂ、俯瞰側
方視野範囲２２ｃに対し、第１の実施形態、第１の実施形態の第２変形例、及び第１の実
施形態の第３変形例のように、色分けや輪郭線による模様分けや記号による模様分けを行
って前方視野画像１６Ａや側方視野画像１６Ｂ、１６Ｃに「対応付け」する指標を更に設
けてもよい。
【００９１】
　このように、本第３変形例では、俯瞰画像における各俯瞰視野範囲を立体的に表示する
ことで、前方視野画像および側方視野画像が被検体内におけるどの方向および範囲に対応
するものであるかを、より的確に認識することができる。
【００９２】
　以上、上述したように本第１の実施形態における第３変形例によっても、上述した第１
の実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００９３】
（第１の実施形態の第４変形例）
　次に、本第１の実施形態の第４変形例について説明する。
【００９４】
　図１０は、第１の実施形態の内視鏡システムの第４の変形例におけるモニタ画面に表示
される俯瞰画像の一例を示す図である。
【００９５】
　図１０に示すように、本第４変形例では、前記第３変形例における各立体的な俯瞰視野
範囲を示す模式図内に、実際の内視鏡画像を表示することを特徴とする。
【００９６】
　すなわち、本第４変形例の内視鏡システムでは、前記第３変形例と同様、前方視野画像
１６Ａ、側方視野画像１６Ｂおよび側方視野画像１６Ｃにそれぞれ対応する立体的な俯瞰
前方視野範囲２３ａ、俯瞰側方視野範囲２３ｂ、俯瞰側方視野範囲２３ｃを示す画像を、
仮想的な挿入部４を模式図として示す俯瞰挿入部１９ｄの近傍に配置する。
【００９７】
　そして、俯瞰前方視野範囲２３ａ、俯瞰側方視野範囲２３ｂ、俯瞰側方視野範囲２３ｃ
を示す画像内に、図４に示す通り補助画像生成部３２ｃが前方撮像素子１５ａと側方撮像
素子１５ｂおよび１５ｃとからそれぞれ出力される撮像信号を用いてそれぞれ前方視野画
像１６Ａ、側方視野画像１６Ｂおよび側方視野画像１６Ｃに係る内視鏡画像を表示する。
【００９８】
　このように、本第４変形例では、俯瞰画像における各立体的な俯瞰視野範囲を示す模式
図内に、実際の内視鏡画像を表示することで、前方視野画像および側方視野画像が被検体
内におけるどの方向および範囲に対応するものであるかを、より的確に認識することがで
きる。
【００９９】
　以上、上述したように本第１の実施形態における第４変形例によっても、上述した第１
の実施形態と同様の効果を奏することができる。
【０１００】
　更に、上記に示した第１の実施形態及び第１の実施形態の第１乃至第４変形例において
、他の応用例として以下の例を挙げる。
【０１０１】
　図１１に示すように、画像処理部３２ａによって前方視野画像１６Ａに対する側方視野
画像１６Ｂおよび側方視野画像１６Ｃが表示される位置を調節して、俯瞰画像１７の挿入
部の模式図に対する前方と側方の視野の領域を表す配列に似た表示形式で表示させるよう
にしてもよい。
【０１０２】
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　また、同じく図１１に示すように、第１の実施形態及び第１の実施形態の第１乃至第２
変形例のような俯瞰画像１７の表示形式であっても、俯瞰前方視野範囲及び２つの俯瞰側
方視野範囲を示す画像内に、図４に示す通り補助画像生成部３２ｃが前方撮像素子１５ａ
と側方撮像素子１５ｂおよび１５ｃとからそれぞれ出力される撮像信号を用いてそれぞれ
前方視野画像、及び２つの側方視野画像に係る内視鏡画像を表示させてもよい。
【０１０３】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【０１０４】
　本発明の本第２の実施形態の内視鏡システムは、その基本的な構成は図１に示すように
第１の実施形態と同様であるが、第１の実施形態に比して内視鏡２における挿入部４の先
端部の構成およびビデオプロセッサ３２内での画像処理を異にするものである。
【０１０５】
　したがって、ここでは、第１の実施形態と異なる部分の説明にとどめ、第１の実施形態
と同様の部分についての説明は省略する。
【０１０６】
　本第２の実施形態の内視鏡システム１０１も、図１に示すように、第１の実施形態と同
様に、観察対象物を撮像して撮像信号を出力する内視鏡１０２と、観察対象物を照明する
ための照明光を供給する光源装置３１と、撮像信号に応じた映像信号を生成及び出力する
ビデオプロセッサ３２と、映像信号に応じた観察画像を表示するモニタ３５と、を有して
いる。
【０１０７】
　また、本第２の実施形態の内視鏡１０２も、１８０度以上の視野を観察可能な広角内視
鏡であり、体腔内、特に大腸内において、襞の裏や臓器の境界等、前方方向の観察だけで
は見難い場所の病変を見落とすことを防ぐことを実現する。
【０１０８】
　また、大腸内に内視鏡１０２の挿入部４を挿入するにあたっては、通常の大腸内視鏡と
同様、挿入部４に捻り、往復運動、腸壁のフックを行うことによる仮固定等の動作が発生
する。
【０１０９】
　図１２は、本発明の第２の実施形態の内視鏡システムにおける挿入部先端部の構成を示
す斜視図であり、図１３は、第２の実施形態の内視鏡システムにおける挿入部先端部の先
端を示した正面図である。また、図１４は、第２の実施形態の内視鏡システムにおける内
視鏡およびプロセッサの電気的な要部構成を示したブロック図である。
【０１１０】
　第２の実施形態の内視鏡システムにおける挿入部４の最も先端側には硬質の先端部１０
６が配設される。
【０１１１】
　図１２に示すように、挿入部４の先端部１０６には、先端部１０６の先端面の中央から
上方寄りに偏心した位置から突出して設けられた、円柱形状の円筒部１４０が形成されて
いる。
【０１１２】
　円筒部１４０の先端部内には、前方視野及び側方視野を兼ねる図示しない対物光学系が
設けられている。また、円筒部１４０の先端部は、前記図示しない対物光学系の前方方向
に相当する箇所に配置された前方観察窓１１１ａと、前記図示しない対物光学系の側方方
向に相当する箇所に配置された側方観察窓１１１ｂと、を有して構成されている。さらに
、円筒部１４０の基端付近には、側方方向を照明するための光を出射する側方照明部１４
４が形成されている。
【０１１３】
　側方観察窓１１１ｂは、円柱形状の円筒部１４０における周方向から入射される観察対
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象物からの戻り光（反射光）を側方視野内に捉えることにより側方視野画像を取得可能と
するための、側方用ミラーレンズ１４５を備えている。
【０１１４】
　なお、前記図示しない対物光学系の結像位置には、前方観察窓１１１ａの視野内の観察
対象物の画像が円形の前方視野画像として中心部に形成され、かつ、側方観察窓１１１ｂ
の視野内の観察対象物の画像が円環形状の側方視野画像として前方視野画像の外周部に形
成されるように、図１４に示す撮像素子１１５（の撮像面）が配置されているものとする
。
【０１１５】
　このような画像は側視用ミラーレンズで戻り光を２回反射させる２回反射光学系を用い
ることで実現させているが、戻り光を１回反射光学系により１回反射させて形成し、これ
をビデオプロセッサ３２で画像処理し、側視視野画像と直視視野画像との向きを合わせて
もよい。
【０１１６】
　本第２の実施形態における先端部１０６の先端面には、円筒部１４０に隣接する位置に
配置され、前方観察窓１１１ａの前方視野の範囲に照明光を出射する前方照明窓１４６と
、挿入部４内に配設されたチューブ等により形成された図示しない処置具チャンネルに連
通するとともに、処置具チャンネルに挿通された処置具（の先端部）を突出させることが
可能な先端開口部１４７と、が設けられている。
【０１１７】
　また、当該先端部１０６は、先端部１０６の先端面から突出するように設けられた支持
部１４８を有し、この支持部１４８は円筒部１４０の下部側に隣接して位置する。
【０１１８】
　支持部１４８は、先端部１０６の先端面から突出させるように配置された各突出部材を
支持（または保持）可能に構成されている。具体的には、支持部１４８は、前述の各突出
部材としての、前方観察窓１１１ａを洗浄するための気体または液体を射出する前方観察
窓用ノズル部１４９と、前方方向を照明するための光を出射する前方照明窓１５１と、側
方観察窓１１１ｂを洗浄するための気体または液体を射出する側方観察窓用ノズル部１５
２と、をそれぞれ支持（または保持）可能に構成されている。
【０１１９】
　一方、支持部１４８は、本来の観察対象物とは異なる物体である前述の各突出部材が側
方視野内に現れることにより、各突出部材のいずれかを含むような側方視野画像を取得し
てしまわないようにするための、光学的な遮蔽部材である遮蔽部１４８ａを有して形成さ
れている。
【０１２０】
　すなわち、遮蔽部１４８ａを支持部１４８に設けることにより、前方観察窓用ノズル部
１４９、前方照明窓１５１、及び、側方観察窓用ノズル部１５２がいずれも含まれないよ
うな側方視野画像を得ることができる（図１５参照）。
【０１２１】
　側方観察窓用ノズル部１５２は、図１２および図１３に示すように、支持部１４８の２
箇所に設けられているとともに、支持部１４８の側面に先端が突出するように配置されて
いる。
【０１２２】
　本第２の実施形態におけるビデオプロセッサ３２は、内視鏡１０２の先端部１０６に設
けられた撮像素子１１５を駆動するための駆動信号を出力する。そして、ビデオプロセッ
サ３２は、前記撮像素子１１５から出力される撮像信号に対して信号処理を施すことによ
り、映像信号を生成してモニタ３５へ出力する。
【０１２３】
　これにより、円形形状をなす前方視野画像と、前方方向の画像の外周において円環形状
をなす側方視野画像とを具備した観察画像が、モニタ画面３５ａに表示される（詳しくは
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後述する）。
【０１２４】
　なお、本第２の実施形態において示される観察画像においては、支持部１４８の遮蔽部
１４８ａにより光学的に遮蔽される部分を考慮しないものとする。
【０１２５】
　たとえば、前方視野画像の隣に１つ以上の側方視野画像を並べただけでは、遠近感や立
体感が得られず、管腔内を観察する画像として違和感なく認識することが困難である。
【０１２６】
　これに対し、本第２の実施形態の内視鏡システムにおける前方視野画像および側方視野
画像の表示方法であれば、中心から周辺に向けて放射状に画面が広がる光学的構造になる
ように設定されている（円環状のレンズであれば自動的にそのような光学特性になる）の
で、比較的、遠近感や立体感が得られやすくなっている。
【０１２７】
　次に、本第２の実施形態の内視鏡システムにおける電気的な構成についてその要部を説
明する。
【０１２８】
　図１４は、第２の実施形態の内視鏡システムにおける内視鏡およびプロセッサの電気的
な構成の要部を示したブロック図である。
【０１２９】
　図１４に示すように、本第２の実施形態において内視鏡１０２は、その挿入部４の先端
部１０６における前記円筒部１４０の先端部には、前記前方観察窓１１１ａおよび側方観
察窓１１１ｂと、撮像素子１１５が配設されている。
【０１３０】
　なお、本第２の実施形態においては、前記前方観察窓１１１ａは第１の被検体像取得部
を構成し、前記側方観察窓１１１ｂは第２の被検体像取得部を構成し、撮像素子１１５は
、第１の被検体像取得部および第２の被検体像取得部のいずれをも構成するものとする。
【０１３１】
　前方観察窓１１１ａは、第１の実施形態と同様に、挿入部４の長手軸方向に略平行な当
該挿入部４が挿入する方向を前方方向とした際、当該前方方向つまり直視方向（図中左側
を前方とする第１の領域）から第１の被検体像を入光（観察）する。
【０１３２】
　側方観察窓１１１ｂは、前方方向（第１の方向）とは異なる方向であって先端部１０６
の挿入部４の長手軸方向とは交差する周方向を含む側方方向つまり側視方向（第２の領域
）から第２の被検体像を入光（観察）する。
【０１３３】
　前記撮像素子１１５は、上述したように、前方観察窓１１１ａの視野内の観察対象物の
画像（第１の被検体像）がモニタ画面３５ａ上の円形の前方視野画像として中心部に形成
され、かつ、側方観察窓１１１ｂの視野内の観察対象物の画像（第２の被検体像）が環状
の側方視野画像として前方視野画像と隣り合うよう前方視野画像の外周部に形成されるよ
うに、その撮像面が配置され、前記第１の被検体像および前記第２の被検体像を光電変換
する。
【０１３４】
　また、撮像素子１１５は画像信号生成部３２ｇに電気的に接続されており、当該撮像素
子１１５で撮像された前方視野および側方視野に関する撮像信号をビデオプロセッサ３２
における画像信号生成部３２ｇに出力するようになっている。
【０１３５】
　また、本第２の実施形態においても、内視鏡１０２におけるコネクタ２９には、当該内
視鏡１０２における固有の所定ＩＤ情報としての、たとえば視野角情報を記憶したスコー
プＩＤ２９ａが配設されている。
【０１３６】
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　また、本第２の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、ビデオプロセッサ３２
は、前記撮像素子１１５を駆動するための駆動信号を出力するとともに、当該撮像素子１
１５からの撮像信号を入力して前方や側方の視野に関する映像信号（画像信号）を生成す
る画像信号生成部（第１の画像信号生成部）３２ｇと、この映像信号（画像信号）に対し
て所定の画像処理を施す画像処理部３２ａと、この画像処理部３２ａにおいて処理された
各画像信号に対して所定の処理を施してモニタ３５へ出力する出力画像信号を生成して出
力する画像出力部３２ｂと、コネクタ２９における前記スコープＩＤ２９ａから当該内視
鏡１０２における固有の情報を取得して後述する所定の補助画像を生成する補助画像生成
部（第２の画像信号生成部）３２ｃと、を備える。
【０１３７】
　次に、本第２の実施形態における前記画像処理部３２ａおよび補助画像生成部３２ｃに
よる画像処理について図１５および図１６を用いて説明する。
【０１３８】
　図１５は、第２の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示される観察画像
の概略を示す図であり、図１６は、第２の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面
に表示される観察画像の一例を示す図である。
【０１３９】
　第２の実施形態において、図１５に示すように、画像信号生成部３２ｇは、第１の被検
体像取得部（前方観察窓１１１ａおよび撮像素子１１５等）で得られた前方視野の被検体
像に基づく撮像信号と、第２の被検体像取得部（側方観察窓１１１ｂおよび撮像素子１１
５等）で得られた側方視野の被検体像に基づく撮像信号とを入力して画像信号を生成する
。
【０１４０】
　画像処理部３２ａは、この画像信号に基づき、図１５、図１６に示すように、第１の被
検体像取得部からの前方視野の被検体像に基づく前方視野画像１１６Ａをモニタ３５のモ
ニタ画面３５ａにおける中央に円形に配置し、第２の被検体像取得部からの側方視野の被
検体像に基づく側方視野画像１１６Ｂを前方視野画像１６Ａと隣接するよう前方視野画像
１６Ａの外周部に環状に配置する所定の処理を施して画像出力部３２ｂに出力する。
【０１４１】
　なお、本第２の実施形態において、前記側方視野画像１１６Ｂは前記遮蔽部１４８ａに
より光学的に遮蔽される遮蔽部１１６Ｃを有する。
【０１４２】
　この後、画像処理部３２ａは、上述した要領により生成された、上記前方視野画像１１
６Ａおよび側方視野画像１１６Ｂに係る画像信号（第１の画像信号）を画像出力部３２ｂ
に向けて出力する。
【０１４３】
　一方、図１６に示すように、補助画像生成部３２ｃは、前記コネクタ２９に配設された
スコープＩＤ２９ａに記憶された当該内視鏡１０２における固有のＩＤ情報としての視野
角情報を読み出し、読み出した視野角情報に基づいて俯瞰画像１１７を生成し、モニタ画
面３５ａにおける前記遮蔽部１１６Ｃに配置して表示するよう処理する。
【０１４４】
　前記俯瞰画像１１７は、第１の実施形態と同様に被検体を前記挿入部４から離間した仮
想視点（たとえば内視鏡挿入部の上方のある点）から見下ろした俯瞰被検体像である。
【０１４５】
　本第２の実施形態において俯瞰画像１１７は、それぞれ前方または２つの側方の視野角
を示す模式図であるところの、俯瞰前方視野範囲を示す俯瞰前方視野ライン１１７ａと、
俯瞰側方視野範囲を示す俯瞰側方視野ライン１１７ｂ、１１７ｃとを有し、これらは前記
スコープＩＤ２９ａに記憶された当該内視鏡１０２における前記視野角情報に基づいて補
助画像生成部３２ｃにおいて生成されるようになっている。
【０１４６】
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　また、前記俯瞰前方視野ライン１１７ａは、その視野範囲を示すラインが前記前方視野
画像１１６Ａの外縁部分と接するように交わり、恰も前方視野画像１１６Ａが当該俯瞰前
方視野範囲の延長上にあるが如き対応付けられている。
【０１４７】
　同様に、前記俯瞰側方視野ライン１１７ｂ、１１７ｃは、いずれもその視野範囲を示す
ラインが前記側方視野画像１１６Ｂの一部が交わることにより、恰も当該側方視野画像１
１６Ｂが当該俯瞰側方視野範囲の延長上にあるが如き対応付けられている。
【０１４８】
　前記補助画像生成部３２ｃは、上述した要領で俯瞰画像１１７を生成し、前記俯瞰画像
１１７に係る画像信号（第２の画像信号）を生成し、これを画像処理部３２ａに向けて出
力する。
【０１４９】
　そして、前記画像処理部３２ａは、画像信号生成部３２ｇにより生成された画像信号（
第１の画像信号）と補助画像生成部３２ｃにより生成された画像信号（第２の画像信号）
とに基づいてこれらを合成して画像出力部３２ｂに出力し、画像出力部３２ｂはモニタ画
面３５ａに表示するための出力画像信号を生成し、モニタ３５に向けて出力する。
【０１５０】
　このように本第２の実施形態においても、第１の実施形態と同じ要領で「前方視野画像
」と「俯瞰前方視野範囲」とを、また、「側方視野画像」と「俯瞰側方視野範囲」とをそ
れぞれ配列の状態が「対応付け」られるようにして表示するようになっている。
【０１５１】
　以上説明したように、本第２の実施形態の内視鏡システムによると、第１の実施形態と
同様に、前方視野及び側方視野を独立してかつ同時に観察することが可能な内視鏡システ
ムにおいて、前方視野画像と側方視野画像とを区別して表示するとともに、これら前方視
野画像および側方視野画像が被検体内におけるどの方向および範囲に対応するものである
かを的確に認識することができる内視鏡システムを提供することができるという効果を奏
する。
【０１５２】
（第２の実施形態の第１変形例）
　次に、本第２の実施形態の第１変形例について説明する。
【０１５３】
　図１７は、第２の実施形態の内視鏡システムの第１の変形例におけるモニタ画面に表示
される観察画像の一例を示す図である。
【０１５４】
　上述した第２の実施形態においては、俯瞰画像１１７が前方視野画像１１６Ａおよび側
方視野画像１１６Ｂの下方における遮蔽部１１６Ｃの領域に位置されると共に、俯瞰前方
視野ライン１１７ａと俯瞰側方視野ライン１１７ｂ、１１７ｃとが、それぞれ、前方視野
画像１１６Ａおよび側方視野画像１１６Ｂと密接に対応付けられ、恰も俯瞰視野範囲の延
長にあるが如き表示をすることを特徴とする。
【０１５５】
　しかしながら、前記俯瞰画像１１７の配置位置はこれに限らず、たとえば当該第２の実
施形態の第１変形例のごとく、前記俯瞰画像１１７をモニタ画面３５ａにおける内視鏡画
像の表示領域外（たとえば、側方視野画像１１６Ｂの側面側）に配置してもよい。
【０１５６】
（第２の実施形態の第２変形例）
　次に、本第２の実施形態の第２変形例について説明する。
【０１５７】
　図１８は、第２の実施形態の内視鏡システムの第２の変形例におけるモニタ画面に表示
される観察画像の一例を示す図である。
【０１５８】
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　上記第２の実施形態または第２の実施形態の上記第１変形例において、俯瞰前方視野ラ
イン１１７ａおよび俯瞰側方視野ライン１１７ｂ、１１７ｃを、第１の実施形態と同様に
「色分け」してもよい。
【０１５９】
　このとき、図１８に示すように、前方視野画像１１６Ａと側方視野画像１１６Ｂについ
ても対応付けて「色分け」してもよい。
【０１６０】
　勿論、第１の実施形態、第１の実施形態の第２変形例、及び第１の実施形態の第３変形
例のように、前方視野画像１１６Ａと側方視野画像１１６Ｂの対応付けを「色分け」だけ
でなく「輪郭線による模様分け」や「記号による模様分け」によって行ってもよい。
【０１６１】
（第２の実施形態の第３変形例）
　次に、本第２の実施形態の第３変形例について説明する。
【０１６２】
　図１９は、第２の実施形態の内視鏡システムの第３の変形例におけるモニタ画面に表示
される俯瞰画像の一例を示す図である。
【０１６３】
　上記第２の実施形態または第２の実施形態の上記第１、第２の変形例において、俯瞰画
像１１７における内視鏡の模式図の部分を、図１９のごとく実際の内視鏡の形状を模した
俯瞰画像１１８として表示してもよい。
【０１６４】
（第２の実施形態の第４変形例）
　次に、本第２の実施形態の第４変形例について説明する。
【０１６５】
　図２０は、第２の実施形態の内視鏡システムの第４の変形例におけるモニタ画面に表示
される俯瞰画像の一例を示す図である。
【０１６６】
　上記第２の実施形態の上記第１、第２の変形例において、俯瞰画像１１７における内視
鏡の模式部分が、恰も前方視野画像および側方視野画像を投影しているが如き俯瞰画像１
１９として表示してもよい。
【０１６７】
　また、この変形例における俯瞰画像１１９における前記投影先の前方視野画像および側
方視野画像を模している部分に、実際の内視鏡画像を表示するようにしてもよい。
【０１６８】
（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
【０１６９】
　本発明の本第３の実施形態の内視鏡システムは、その基本的な構成は内視鏡２における
先端部６の概略構成を含めて第１の実施形態と同様であるが、第１の実施形態に比して内
視鏡挿入部の形状検出手段を備える点、および、俯瞰画像の種類を異にするものである。
【０１７０】
　したがって、ここでは、第１の実施形態と異なる部分の説明にとどめ、第１の実施形態
と同様の部分についての説明は省略する。
【０１７１】
　図２１は、本発明の第３の実施形態の内視鏡システムにおける内視鏡およびプロセッサ
の電気的な要部構成を示したブロック図である。
【０１７２】
　本第３の実施形態の内視鏡システム２０１は、第１の実施形態と同様に観察対象物を撮
像して撮像信号を出力する内視鏡２０２と、観察対象物を照明するための照明光を供給す
る光源装置３１と、撮像信号に応じた映像信号を生成及び出力するビデオプロセッサ２３
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２と、映像信号に応じた観察画像を表示するモニタ３５と、を有している。
【０１７３】
　第３の実施形態の内視鏡システムにおいて内視鏡２０２は、図２１においては図示はし
ないが、第１の実施形態と同様にその挿入部先端部２０６には、第１の被検体像取得部を
構成する前方観察窓１１ａおよび前方撮像素子１５ａ、並びに第２の被検体像取得部を構
成する側方観察窓１１ｂ、１１ｃおよび側方撮像素子１５ｂ、１５ｃが配設されている。
【０１７４】
　また、前記内視鏡２０２は、その先端部近傍において挿入部の回転を検出する回転セン
サ２４１と、挿入部の挿入方向を検出する重力センサ２４２と、挿入部２０８の挿入形状
を検出するための磁気センサ２４３と、を備える。
【０１７５】
　また、当該内視鏡システムにおいては、内視鏡２０２の外部に、前記磁気センサ２４３
と相まって挿入部２０８の挿入形状を検出する挿入形状検出装置２４５を備える。なお、
図中、符号２６０は被検体を示す。
【０１７６】
　一方、第３の実施形態の内視鏡システムにおいて、図２１においては図示はしないが、
第１の実施形態と同様に、ビデオプロセッサ２３２は、前方方向を観察するための第１の
被検体像取得部を構成する前方観察窓１１ａおよび前方撮像素子１５ａからの撮像信号と
側方方向を観察するための第２の被検体像取得部を構成する側方観察窓１１ｂ、１１ｃお
よび側方撮像素子１５ｂ、１５ｃからの撮像信号とを入力して画像信号を生成する画像信
号生成部３２ｇと、前記前方撮像素子１５ａ、１５ｂ、１５ｃを駆動するための駆動信号
を出力するとともに、画像信号生成部３２ｇからの画像信号を入力して所定の画像処理を
施す画像処理部３２ａと、この画像処理部３２ａにおいて処理された画像信号に対して所
定の処理を施してモニタ３５へ出力する出力画像信号を生成して出力する画像出力部３２
ｂとを有する。
【０１７７】
　また、本第３の実施形態におけるビデオプロセッサ２３２は、コネクタ２９における前
記スコープＩＤ２９ａから当該内視鏡２０２における固有の情報を取得して所定の俯瞰視
野範囲画像を含む３Ｄの先端モデルを生成する先端モデル作成部２５２と、前記回転セン
サ２４１および前記重力センサ２４２の検出情報を入力し、前記先端モデル作成部２５２
において作成した先端モデルに対して所定の演算を施すモデル回転部２５１と、前記磁気
センサ２４３および前記挿入形状検出装置２４５によって検出された挿入形状情報を入力
し、挿入形状を演算する挿入形状作成部２５３と、図示しないＵＳＢ経由またはＨＤＤ等
に記録された３ＤＣＴデータを入手して被検体の大腸モデルを作成する大腸モデル作成部
２５５と、モデル回転部２５１および挿入形状作成部２５３の演算結果に基づいてスコー
プモデルを作成するスコープモデル作成部２５４と、スコープモデル作成部２５４および
大腸モデル作成部２５５からの画像信号を合成して補助画像生成する補助画像合成部２５
６と、を備えて構成される。
【０１７８】
　次に、本第３の実施形態における前記ビデオプロセッサ２３２による画像処理について
図２１および図２２～図２４ａ、図２４ｂ、図２４ｃを用いて説明する。
【０１７９】
　図２２は、第３の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示される観察画像
の一例を示す図であり、図２３ａ、図２３ｂは、第３の実施形態の内視鏡システムにおけ
るモニタ画面に表示される俯瞰図の構成要素の一例の詳細を示す図である。また、図２４
ａ、図２４ｂ、図２４ｃは、第３の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタ画面に表示
される俯瞰図の構成要素の作用を示す図である。
【０１８０】
　まず、挿入部２０８に磁気センサ２４３を挿入し、この磁気センサ２４３と前記挿入形
状検出装置２４５とにより当該挿入部２０８の挿入形状を検出する。
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【０１８１】
　その後、ビデオプロセッサ２３２における前記挿入形状作成部２５３が前記挿入形状の
検出結果情報を入手し、挿入部２０８の挿入形状を作成する。
【０１８２】
　一方、先端モデル作成部２５２は、スコープＩＤ２９ａからの当該内視鏡２０２に係る
視野情報を入手し、第１の実施形態と同様の手法により、俯瞰前方視野範囲２１７ａ、俯
瞰側方視野範囲２１７ｂ、２１７ｃおよび俯瞰挿入部２１７ｄにより構成される先端モデ
ル２１７のデータを作成する（図２３ａ参照）。
【０１８３】
　なお、本第３の実施形態においては、前記先端モデル作成部２５２は、前記俯瞰前方視
野範囲２１７ａ、俯瞰側方視野範囲２１７ｂ、２１７ｃおよび前記俯瞰挿入部２１７ｄに
より構成される前記先端モデルを３Ｄモデルとして作成するようになっている（図２４ａ
、図２４ｂ、図２４ｃ参照）。
【０１８４】
　次に、ビデオプロセッサ２３２におけるモデル回転部２５１は、前記回転センサ２４１
および前記重力センサ２４２の検出情報を入力し、前記先端モデル作成部２５２において
作成した３Ｄの先端モデルに対して回転等の情報を加味して所定の演算を施して出力する
。
【０１８５】
　そして、スコープモデル作成部２５４において前記モデル回転部２５１および挿入形状
作成部２５３の演算結果に基づいて現時点でのスコープモデルとしての先端モデル２１７
を作成する（図２３ａ参照）。
【０１８６】
　一方で、大腸モデル作成部２５５は、図示しないＵＳＢ経由またはＨＤＤ等に記録され
た３ＤＣＴデータを入手して被検体の大腸モデル２１８を作成する（図２３ｂ参照）。
【０１８７】
　その後、補助画像合成部２５６において、前記スコープモデル作成部２５４において作
成された現時点での先端モデル２１７（図２３ａ）と、大腸モデル作成部２５５において
作成した被検体の大腸モデル２１８（図２３ｂ）とを合成して補助画像を生成し、モニタ
画面３５ａにおける前記俯瞰画像１７が配置された箇所に表示する（図２２参照）。
【０１８８】
　なお、本第３の実施形態においては、先端モデル２１７（図２３ａ）と、被検体の大腸
モデル２１８（図２３ｂ）とを合成して補助画像を生成したが、これらいずれか一方のモ
デル画像を、前記俯瞰画像１７が配置された箇所に表示してもよい。
【０１８９】
　以上説明したように、本第３の実施形態の内視鏡システムによると、第１の実施形態と
同様に、前方視野及び側方視野を独立してかつ同時に観察することが可能な内視鏡システ
ムにおいて、前方視野画像と側方視野画像とを区別して表示するとともに、これら前方視
野画像および側方視野画像が被検体内におけるどの方向および範囲に対応するものである
かを的確に認識することができる。
【０１９０】
（第３の実施形態の第１変形例）
　次に、本第３の実施形態の第１変形例について説明する。
【０１９１】
　図２５は、第３の実施形態の内視鏡システムの第１の変形例におけるモニタ画面に表示
される観察画像の一例を示す図である。
【０１９２】
　第３の実施形態における前記補助画像においても、第１の実施形態と同様に「色分け」
により前方視野画像および側方視野画像と、俯瞰前方視野範囲および俯瞰側方視野範囲と
を対応付けてもよい。
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　なお、前記第１および第３の実施形態において、複数の画像をモニタ画面３５ａに表示
する場合、前方視野画像１６Ａの左右に側方視野画像１６Ｂ、１６Ｃを配置する構成とし
が、これに限らず前方視野画像１６Ａの左右いずれか片隣に２つの側方視野画像を配置す
る構成であってもよい。
【０１９４】
　また、本第１および第３の実施形態では、１つのモニタ３５における１つのモニタ画面
３５ａに複数の画像を表示しているが、これに限定されるものではない。例えば、複数台
のモニタを隣接して配置し、中央のモニタに前方視野画像を表示し、左右のモニタにそれ
ぞれ側方視野画像を表示する構成であってもよい。
【０１９５】
　本発明の内視鏡システムによれば、前方視野及び側方視野を独立してかつ同時に観察す
ることが可能な内視鏡システムにおいて、前方視野画像と側方視野画像とを区別して表示
するとともに、これら前方視野画像および側方視野画像が被検体内におけるどの方向およ
び範囲に対応するものであるかを的確に認識することができる。
【０１９６】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲
において、種々の変更、改変等が可能である。
【０１９７】
　本出願は、２０１４年３月３１日に日本国に出願された特願２０１４－７３５１２号を
優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範
囲に引用されるものとする。

【図１】 【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月26日(2015.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、被検体の内部に長手軸方向に挿入される挿入部と
、前記挿入部に設けられ、前記被検体の第１の領域から第１の被検体像を取得する第１の
被検体像取得部と、前記挿入部に設けられ、前記第１の領域とは異なる前記被検体の第２
の領域から第２の被検体像を取得する第２の被検体像取得部と、前記第１の被検体像と前
記第２の被検体像とを含む内視鏡被検体像に基づく第１の画像信号を生成する第１の画像
信号生成部と、前記挿入部の模式図と該挿入部に対する前記第１及び第２の領域の配列と
に基づく第２の画像信号を生成する第２の画像信号生成部と、前記第１および第２の画像
信号において表示される画面の所定の部位に前記挿入部の模式図が配置されるように前記
第１および第２の画像信号を処理するとともに、前記第１の被検体像と前記挿入部の模式
図に対する前記第１の領域、前記第２の被検体像と前記挿入部の模式図に対する前記第２
の領域をそれぞれ関連付ける処理を行う画像処理部と、前記画像処理部から前記第１およ
び第２の画像信号を入力し、前記第１の被検体像、前記第１の被検体像に隣接して配置し
た前記第２の被検体像、前記挿入部の模式図、及び該挿入部に対する前記第１及び第２の
領域の配列を表示させるための出力画像信号を生成する画像信号出力部と、を備える。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の内部に長手軸方向に挿入される挿入部と、
　前記挿入部に設けられ、前記被検体の第１の領域から第１の被検体像を取得する第１の
被検体像取得部と、
　前記挿入部に設けられ、前記第１の領域とは異なる前記被検体の第２の領域から第２の
被検体像を取得する第２の被検体像取得部と、
　前記第１の被検体像と前記第２の被検体像とを含む内視鏡被検体像に基づく第１の画像
信号を生成する第１の画像信号生成部と、
　前記挿入部の模式図と該挿入部に対する前記第１及び第２の領域の配列とに基づく第２
の画像信号を生成する第２の画像信号生成部と、
　前記第１および第２の画像信号において表示される画面の所定の部位に前記挿入部の模
式図が配置されるように前記第１および第２の画像信号を処理するとともに、前記第１の
被検体像と前記挿入部の模式図に対する前記第１の領域、前記第２の被検体像と前記挿入
部の模式図に対する前記第２の領域をそれぞれ関連付ける処理を行う画像処理部と、
　前記画像処理部から前記第１および第２の画像信号を入力し、前記第１の被検体像、前
記第１の被検体像に隣接して配置した前記第２の被検体像、前記挿入部の模式図、及び該
挿入部に対する前記第１及び第２の領域の配列を表示させるための出力画像信号を生成す
る画像信号出力部と、
　を備えることを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記挿入部の模式図は、前記挿入部から離間した前記長手軸に交差する仮想視点から前
記挿入部を見た模式図であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記第２の画像信号において、前記挿入部の模式図は、前記挿入部から離間した仮想視
点より該挿入部を俯瞰した状態の模式図であることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡
システム。
【請求項４】
　前記画像処理部は、前記第２の画像信号について、前記第１の被検体像に基づく部分と
、前記第２の被検体像に基づく部分とを区切って配置する処理を行うことを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記画像処理部は、前記第２の画像信号に対して、前記第１の領域に基づく部分と、前
記第２の領域に基づく部分とをそれぞれ示す指標をさらに配置する処理を行うことを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記画像処理部は、前記第２の画像信号について、前記第１の被検体像に基づく部分と
前記第２の被検体像に基づく部分とに対して、少なくとも一部を色分けまたは模様分けを
して配置する処理を行うことを特徴とする請求項５に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記画像処理部は、前記第２の画像信号に設けた前記第１の領域に基づく部分を示す指
標を、前記第１の画像信号における前記第１の被検体像に基づく部分にも対応させて配置
し、前記第２の画像信号に設けた前記第２の領域に基づく部分を示す指標を、前記第１の
画像信号における前記第２の被検体像に基づく部分にも対応させて配置する処理を行うこ
とを特徴とする請求項５に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記挿入部は、当該挿入部の形状または回転状態を検出する挿入部状態検出装置を内部
に挿入できる挿通管を備え、
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　前記画像処理部は、前記挿入部状態検出装置からの情報に基づき、前記第２の画像信号
において前記挿入部が前記被検体の管腔に挿入している状態を示す前記挿入部の模式図を
生成する処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項９】
　前記内視鏡システムは、前記挿入部の形状を検出する外部の挿入部形状検出装置と接続
可能であって、
　前記画像処理部は、前記挿入部形状検出装置からの情報に基づき、前記第２の画像信号
において前記挿入部が前記被検体の管腔に挿入している状態を示す前記挿入部の模式図を
生成する処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記内視鏡システムは、前記被検体の管腔の立体画像を生成する外部の立体画像作成装
置と接続可能であって、
　前記画像処理部は、前記立体画像作成装置からの情報に基づき、前記第２の画像信号に
おいて前記挿入部が前記被検体の管腔に挿入している状態を示す前記挿入部の模式図を生
成する処理を行うことを特徴とする請求項９に記載の内視鏡システム。
【請求項１１】
　前記画像処理部は、前記第１の被検体像の両隣を含む部分に複数の前記第２の被検体像
を配置することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１２】
　前記第１の被検体像は、前記挿入部の長手方向に略平行な挿入部前方を含む前記第１の
領域の被検体像であり、
　前記第２の被検体像は、前記挿入部の長手方向と交差する方向の挿入部側方を含む前記
第２の領域の被検体像であり、
　前記第１の被検体像取得部は、前記第１の領域の被検体像を取得する前方被検体像取得
部であり、
　前記第２の被検体像取得部は、前記第２の領域の被検体像を取得する側方被検体像取得
部であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１３】
　前記第１の被検体像取得部は、前記挿入部の長手方向の先端部に、前記挿入部が挿入さ
れる方向に向けて配置され、
　前記第２の被検体像取得部は、前記挿入部の側面に、前記挿入部の周方向に向けて配置
され、
　前記第１の被検体像取得部からの前記第１の被検体像を光電変換する第１の撮像部と、
前記第２の被検体像取得部からの前記第２の被検体像を光電変換する第２の撮像部とが別
々に設けられるとともに、前記第１の撮像部と前記第２の撮像部とが少なくとも前記画像
信号生成部に電気的に接続されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム
。
【請求項１４】
　前記第２の被検体像取得部は、前記挿入部の周方向に略均等な角度で複数配置されてお
り、
　前記第１及び第２の画像信号生成部は、前記第１の被検体像を中心に配置し、前記第２
の被検体像を前記第１の被検体像の周方向に略均等な角度で複数配置した画像信号を生成
することを特徴とする請求項１３に記載の内視鏡システム。
【請求項１５】
　前記第１の被検体像取得部は、前記挿入部の長手方向の先端部に、前記挿入部が挿入さ
れる方向に向けて配置され、
　前記第２の被検体像取得部は、前記挿入部の周方向を囲むように配置され、
　前記第１の被検体像取得部からの前記第１の被検体像と前記第２の被検体像取得部から
の前記第２の被検体像とを同じ面で光電変換するように配置されるとともに、前記画像信
号生成部に電気的に接続されている撮像部を備えることを特徴とする請求項１に記載の内
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視鏡システム。
【請求項１６】
　前記画像信号生成部は、前記第１の被検体像が略円形状になっており、前記第２の被検
体像が前記第１の被検体像の周囲を囲む環状の画像信号を生成することを特徴とする請求
項１５に記載の内視鏡システム。
【手続補正書】
【提出日】平成28年4月20日(2016.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、被検体の内部に長手軸方向に挿入される挿入部と
、前記挿入部に設けられ、前記被検体の第１の領域から第１の被検体像を取得する第１の
被検体像取得部と、前記挿入部に設けられ、前記第１の領域とは異なる前記被検体の第２
の領域から第２の被検体像を取得する第２の被検体像取得部と、前記第１の被検体像と前
記第２の被検体像とを含む内視鏡被検体像に基づく第１の画像信号を生成する第１の画像
信号生成部と、前記挿入部の模式図と該挿入部に対する前記第１及び第２の領域の配列と
に基づく第２の画像信号を生成する第２の画像信号生成部と、前記第１の被検体像と前記
挿入部の模式図に対する前記第１の領域、前記第２の被検体像と前記挿入部の模式図に対
する前記第２の領域をそれぞれ対応付けし、該対応付けを行った前記第１の被検体像と前
記第２の被検体像とを画面に配置するよう前記第１及び第２の画像信号を合成する画像処
理部と、前記画像処理部で合成された前記第１および第２の画像信号に基づいて、前記画
面に表示するための出力画像信号を生成する画像信号出力部と、を備える。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の内部に長手軸方向に挿入される挿入部と、
　前記挿入部に設けられ、前記被検体の第１の領域から第１の被検体像を取得する第１の
被検体像取得部と、
　前記挿入部に設けられ、前記第１の領域とは異なる前記被検体の第２の領域から第２の
被検体像を取得する第２の被検体像取得部と、
　前記第１の被検体像と前記第２の被検体像とを含む内視鏡被検体像に基づく第１の画像
信号を生成する第１の画像信号生成部と、
　前記挿入部の模式図と該挿入部に対する前記第１及び第２の領域の配列とに基づく第２
の画像信号を生成する第２の画像信号生成部と、
　前記第１の被検体像と前記挿入部の模式図に対する前記第１の領域、前記第２の被検体
像と前記挿入部の模式図に対する前記第２の領域をそれぞれ対応付けし、該対応付けを行
った前記第１の被検体像と前記第２の被検体像とを画面に配置するよう前記第１及び第２
の画像信号を合成する画像処理部と、
　前記画像処理部で合成された前記第１および第２の画像信号に基づいて、前記画面に表
示するための出力画像信号を生成する画像信号出力部と、
　を備えることを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記画像処理部は、表示される前記画面の所定の部位に前記挿入部の模式図が配置され
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るように、前記第１及び第２の画像信号を処理することを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡システム。
【請求項３】
　前記挿入部の模式図は、前記挿入部から離間した前記長手軸に交差する仮想視点から前
記挿入部を見た模式図であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記第２の画像信号において、前記挿入部の模式図は、前記挿入部から離間した仮想視
点より該挿入部を俯瞰した状態の模式図であることを特徴とする請求項３に記載の内視鏡
システム。
【請求項５】
　前記画像処理部は、前記第２の画像信号について、前記第１の被検体像に基づく部分と
、前記第２の被検体像に基づく部分とを区切って配置する処理を行うことを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記画像処理部は、前記第２の画像信号に対して、前記第１の領域に基づく部分と、前
記第２の領域に基づく部分とをそれぞれ示す指標をさらに配置する処理を行うことを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記画像処理部は、前記第２の画像信号について、前記第１の被検体像に基づく部分と
前記第２の被検体像に基づく部分とに対して、少なくとも一部を色分けまたは模様分けを
して配置する処理を行うことを特徴とする請求項６に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記画像処理部は、前記第２の画像信号に設けた前記第１の領域に基づく部分を示す指
標を、前記第１の画像信号における前記第１の被検体像に基づく部分にも対応させて配置
し、前記第２の画像信号に設けた前記第２の領域に基づく部分を示す指標を、前記第１の
画像信号における前記第２の被検体像に基づく部分にも対応させて配置する処理を行うこ
とを特徴とする請求項５に記載の内視鏡システム。
【請求項９】
　前記挿入部は、当該挿入部の形状または回転状態を検出する挿入部状態検出装置を内部
に挿入できる挿通管を備え、
　前記画像処理部は、前記挿入部状態検出装置からの情報に基づき、前記第２の画像信号
において前記挿入部が前記被検体の管腔に挿入している状態を示す前記挿入部の模式図を
生成する処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記内視鏡システムは、前記挿入部の形状を検出する外部の挿入部形状検出装置と接続
可能であって、
　前記画像処理部は、前記挿入部形状検出装置からの情報に基づき、前記第２の画像信号
において前記挿入部が前記被検体の管腔に挿入している状態を示す前記挿入部の模式図を
生成する処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１１】
　前記内視鏡システムは、前記被検体の管腔の立体画像を生成する外部の立体画像作成装
置と接続可能であって、
　前記画像処理部は、前記立体画像作成装置からの情報に基づき、前記第２の画像信号に
おいて前記挿入部が前記被検体の管腔に挿入している状態を示す前記挿入部の模式図を生
成する処理を行うことを特徴とする請求項１０に記載の内視鏡システム。
【請求項１２】
　前記画像処理部は、前記第１の被検体像の両隣を含む部分に複数の前記第２の被検体像
を配置することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１３】
　前記第１の被検体像は、前記挿入部の長手方向に略平行な挿入部前方を含む前記第１の
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領域の被検体像であり、
　前記第２の被検体像は、前記挿入部の長手方向と交差する方向の挿入部側方を含む前記
第２の領域の被検体像であり、
　前記第１の被検体像取得部は、前記第１の領域の被検体像を取得する前方被検体像取得
部であり、
　前記第２の被検体像取得部は、前記第２の領域の被検体像を取得する側方被検体像取得
部であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１４】
　前記第１の被検体像取得部は、前記挿入部の長手方向の先端部に、前記挿入部が挿入さ
れる方向に向けて配置され、
　前記第２の被検体像取得部は、前記挿入部の側面に、前記挿入部の周方向に向けて配置
され、
　前記第１の被検体像取得部からの前記第１の被検体像を光電変換する第１の撮像部と、
　前記第２の被検体像取得部からの前記第２の被検体像を光電変換する第２の撮像部とが
別々に設けられるとともに、前記第１の撮像部と前記第２の撮像部とが少なくとも前記画
像信号生成部に電気的に接続されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システ
ム。
【請求項１５】
　前記第２の被検体像取得部は、前記挿入部の周方向に略均等な角度で複数配置されてお
り、
　前記第１及び第２の画像信号生成部は、前記第１の被検体像を中心に配置し、前記第２
の被検体像を前記第１の被検体像の周方向に略均等な角度で複数配置した画像信号を生成
することを特徴とする請求項１４に記載の内視鏡システム。
【請求項１６】
　前記第１の被検体像取得部は、前記挿入部の長手方向の先端部に、前記挿入部が挿入さ
れる方向に向けて配置され、
　前記第２の被検体像取得部は、前記挿入部の周方向を囲むように配置され、
　前記第１の被検体像取得部からの前記第１の被検体像と前記第２の被検体像取得部から
の前記第２の被検体像とを同じ面で光電変換するように配置されるとともに、前記画像信
号生成部に電気的に接続されている撮像部を備えることを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡システム。
【請求項１７】
　前記画像信号生成部は、前記第１の被検体像が略円形状になっており、前記第２の被検
体像が前記第１の被検体像の周囲を囲む環状の画像信号を生成することを特徴とする請求
項１６に記載の内視鏡システム。
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摘要(译)

（EN）内窥镜系统，其能够准确地识别正视图图像和侧视图图像对应于
被检体中的哪个方向和范围。 插入部4被插入到被检体的内部，从第一
方向获得第一被摄体图像的正面图像拾取装置15a，以及从第二方向获得
第二被摄体图像的图像拾取装置15b。 并且，为了基于从虚拟视点向下
观察的，远离插入部分的鸟瞰被摄体图像，第一被摄体图像中的第一方
向和鸟瞰被摄体图像，第二被摄体来生成鸟瞰图像17。 图像处理单元
32a分别执行将样本图像与鸟瞰对象图像中的第二方向相关联的处理。
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